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八千代市の給与・定員管理等について 
（令和７年度） 

１ 総括 

（１）人件費の状況（普通会計決算） 

 

 

（２）職員給与費の状況（普通会計決算） 

 

 
（注）１ 給与費とは、人件費のうち職員に支給される給料と職員手当（退職手当を除く）をいいます。 

   ２ 職員数は令和 6 年 4 月 1 日現在の人数です。また、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）、定年前再任用 

    短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含みません。 

   ３ 給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務職員の給与費が含 

    まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていません。 

 

（３）ラスパイレス指数の状況 

 

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、 

     学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を 100 として計算した指数。 

   ２ （ ）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した 

     地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給割合を用いて補正したラスパイレス指数。 

    （補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給割合）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給割合）により 

     算出。） 

   ３ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。 

   ４ ラスパイレス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数を含む）の算出に当たっては、60 歳に達した日後の最初の４月１日以後 

     に支給される給料月額について、本来の給料月額の７割水準に設定される職員を除いている。 

区分 住民基本台帳人口 歳出額 実質収支 人件費 人件費率
（令和7年1月1日） A B B/A

人 千円 千円 千円 ％ ％

206,692 73,934,000 2,315,921 12,242,694 16.6 17.3
令和６年度

（参考）令和5年度
の人件費率

区分 職員数
A 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　　B

人 千円 千円 千円 千円

1,214 4,614,167 1,478,810 2,061,362 8,154,339
令和６年度

給　　与　　費

（参考）一人当たり （参考）類似団体平均
給与費　　B/A 一人当たり給与費

千円 千円

6,717 6,799
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※令和７年４月１日のラスパイレス指数が、①３年連続で上昇している場合、②100 を超えている場合につ

いて、その理由（給与制度又はその運用を踏まえ記載すること） 

 

 

 

 

 

 

 

（４）社会と公務の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアップデート）の実施状

況について 

 

 

 

 

①給料表の見直し【実施済み】 

 

 

 

 

 

②地域手当の見直し 

 近隣自治体の地域手当支給割が本市を上回っているため、職員採用等への影響を考慮し、令和７年度以

降も従前の 10％を支給している。 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

国基準による支給割合 10％ 9％ 8％ 

八千代市の支給割合 10％ 10％ 10％ 

 

③その他の見直し内容 

 扶養手当、通勤手当の距離区分及び管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施。（令和７

年４月１日実施） 

 

 

 

 

 

本市では、過去の人口急増期に職員を大量に採用しましたが、近年はその世代の職員が定年を迎え、

退職者が大幅に増加いたしました。そのため、定年を迎えた職員の職責を国に比べ若い職員が担うこ

ととなっています。給料は職責に応じて決定されるため、国の経験年数が同じ職員と比較すると、給

料月額が高くなっていることが、ラスパイレス指数を引き上げているもっとも大きな要因と捉えてい

ます。 

【概要】国家公務員給与においては、行政職俸給表(一)において 3 級から 7 級までの初号近辺の号俸

をカットし、これらの級の初号の俸給月額の引上げを行うとともに、8 級から 10 級の隣接する級間で

の俸給月額の重なりの解消等を行っている。その他、各種手当について見直しを行っている。 

給料表の改定実施時期 令和 7年 4月 1日 

 一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、3級から 7級までの初号近辺の号給をカッ

トし、これらの級の初号の給料月額の引上げを行うとともに、8級に隣接する級間での給料月額の重な

りの解消等を実施。 
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２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

（1）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和 7年 4月 1 日現在） 

①一般行政職 

 

②技能労務職 

 

 

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（令和 4 年から 6 年の 3 カ年平均） 

※技能労務職の職種と民間の類似職種については、八千代市が正規職員のみを対象としているのに対し、民間データは短期雇用のアルバ

イトなどの非正規職員や派遣職員等を含んでおり、経験年数・平均年齢・業務内容・雇用形態等が一致しないため、単純に比較するこ

とはできません。  

※年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与月額を 12 倍したものに、公務員においては前年度に支

給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。  

 

（注）１ 「平均給料月額」とは、令和 7 年 4 月 1 日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。 

   ２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の 

     額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。 

     また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算 

     出しています。 

 

（2）職員の初任給の状況（令和 7年 4月 1日現在） 

 

八千代市 41.0 歳 333,500 円 439,483 円 390,587 円

千葉県 39.8 歳 315,893 円 424,453 円 370,183 円

国 41.9 歳 332,237 円 - 円 414,480 円

類似団体 42.1 歳 330,096 円 437,516 円 393,258 円

平均給与月額

（国比較ベース）
区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

参考
対応する民間 Ａ／Ｂ
の類似職種

八千代市 56.4 歳 29 人 362,600 円 433,869 円 404,887 円 - - - -

うち清掃職員 56.1 歳 10 人 380,500 円 456,250 円 426,050 円 廃棄物処理業 48 歳 320,600 円 1.42

50.8 歳 267 人 299,845 円 361,290 円 336,977 円 - - - -

51.3 歳 1,703 人 294,567 円 - 円 337,907 円 - - - -

52.5 歳 87 人 325,452 円 388,929 円 367,277 円 - - - -

千葉県

国

類似団体

区分
公務員 民間

平均給与月額 平均年齢 平均給与月額
（Ａ） （国比較ベース） （B）

平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額

八千代市 7,189,733 円 - 円 -

うち清掃職員 7,594,593 円 4,457,900 円 1.70

Ｃ／Ｄ
(C) (D)

年収ベース（試算値）の比較
公務員 民間区分

参考

総合職 230,000 円

一般職 220,000 円

高校卒 201,000 円 192,500 円

中学卒

決定初任給

-

円225,600

194,500 一般職円 円

-

188,000

-
技能労務職

大学卒

区分
八千代市

決定初任給

一般行政職

高校卒

-

225,600 円

194,500 円

千葉県 国

決定初任給
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（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和 7年 4月 1日現在） 

 

（注） 令和 7 年 4 月 1 日に区分の経験年数に達した職員がいない場合「該当なし」と記載しています。 

 

３  一般行政職の級別職員数等の状況 

 

(1)一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和 7年 4月 1日現在） 

 
（注）１  八千代市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

   ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な補職名です。 

   ３ 一般行政職とは税務職、薬剤師・医療技術職、看護・保健職、福祉職、消防職、企業職、清掃職員、学校給食員その他技能労 

     務職、小・中学校教育職、その他の教育職以外の職員です。 

 

大学卒 282,344 円 359,940 円 407,500 円 454,100 円

高校卒

高校卒

中学卒

該当なし

該当なし

区分

一般行政職

技能労務職

経験年数10年

該当なし

該当なし

該当なし該当なし

経験年数30年経験年数20年 経験年数25年

該当なし

該当なし

該当なし 該当なし

該当なし 該当なし

区分 標準的な職務内容 構成比

１級 主事　技師 75 人 11.5% 183,500 円 258,100 円

２級 主事　技師 65 人 9.9% 230,000 円 308,500 円

３級 主任主事　主任技師 137 人 20.9% 265,300 円 354,700 円

４級 主査補 151 人 23.1% 298,800 円 387,700 円

５級 主査 80 人 12.2% 321,300 円 402,200 円

６級 副主幹 66 人 10.1% 355,200 円 415,700 円

７級 課長　室長 57 人 8.7% 408,300 円 456,100 円

８級 部長　局長　次長 24 人 3.7% 458,300 円 488,500 円

職員数
１号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

１級 11.5% １級 12.7%
１級 7.6%

２級 9.9% ２級 9.5% ２級 20.7%

３級 20.9% ３級 20.5%

３級 24.7%

４級 23.1% ４級 24.8%

４級 13.7%

５級 12.2% ５級 10.5% ５級 11.5%

６級 10.1% ６級 10.1% ６級 9.0%

７級 8.7% ７級 8.1% ７級 9.2%

８級 3.7% ８級 3.8% ８級 3.6%
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（2）国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和 7年 4月 1日現在） 
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(3) 昇給への人事評価の活用状況（一般行政職）（八千代市） 

令和 7 年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ． 人事評価を活用している ○ ○ 

 

活用している昇給区分 
昇給可能

な区分 

昇給実績が

ある区分 

昇給可能

な区分 

昇給実績が

ある区分 

上位、標準、下位の区分 ○ ○ ○ ○ 

上位、標準の区分     

標準、下位の区分     

標準の区分のみ（一律）     

ロ． 人事評価を活用していない   

   活用予定時期   

 

４ 職員の手当の状況 

 

（1）期末手当・勤勉手当  

 

（注） （ ）内は、暫定再任用職員に係る支給割合です。 

 

 

 

 

 

 

 

１人当たり平均支給額（6年度）　　　　　　　　　　　　　 

1,636千円 1,829千円

（令和6年度支給割合） （令和6年度支給割合） （令和6年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

2.5月分 2.1月分 2.5月分 2.1月分 2.5月分 2.1月分

（1.4）月分 （1.0）月分 （1.4）月分 （1.0）月分 （1.4）月分 （1.0）月分

加算措置 加算措置 加算措置

八千代市

(加算措置の状況）　　

１人当たり平均支給額（6年度）　　　　　　　　　　　　　 

国

(加算措置の状況）　　(加算措置の状況）　　

千葉県

　・役職加算　 5～20％

　職制上の段階、職務の級等による

　・管理職加算　10～25％

－

　・役職加算　 5～20％

　・管理職加算　15・25％

　職制上の段階、職務の級等による 　職制上の段階、職務の級等による

　・役職加算　5～15%
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○勤勉手当への人事評価の活用状況（八千代市） 

令和 7 年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ． 人事評価を活用している   

 

活用している成績率 
支給可能な

成績率 

支給実績が

ある成績率 

支給可能

な成績率 

支給実績が

ある成績率 

上位、標準、下位の成績率 ○    

上位、標準の成績率     

標準、下位の成績率     

標準の成績率のみ（一律）     

ロ． 人事評価を活用していない  ○ 

   活用予定時期  未定 

 

（2）退職手当（令和 7 年 4月 1 日現在） 

 

（注） 1 退職手当の一人当たり平均支給額は、令和 6 年度に退職した職員に支給された平均額です。 

    2 「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違によることなく 

      退職した場合を含みます。 

 

（3）地域手当（令和 7 年 4月 1 日現在） 

 

近隣自治体の地域手当支給割が本市を上回っているため、職員採用等への影響を考慮し、令和７年度以降

も従前の 10％を支給している。 

（支給率） 自己都合 応募認定・定年 （支給率） 自己都合 応募認定・定年

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分 勤続20年 19.6695月分 24.586875月分

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分 勤続25年 28.0395月分 33.27075月分

勤続35年 39.7575月分 47.709月分 勤続35年 39.7575月分 47.709月分

最高限度 47.709月分 47.709月分 最高限度 47.709月分 47.709月分

調整率 83.7/100 調整率 83.7/100

その他の加算措置 その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置（2%～45%加算） 　定年前早期退職特例措置（2%～45%加算）

自己都合 応募認定・定年

一人当たり平均支給額 2,987千円 21,628千円

八千代市 国

-

504,393千円

382,696円

支給対象地域 支給割合 支給対象職員数 国の制度（支給割合）

全域 10% 1,329人 9%

支給実績（令和6年度決算）

支給職員一人当たり平均支給年額（令和6年度決算）
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（4）特殊勤務手当（令和 7年 4 月 1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

17,468千円

34,658円

38.0%

19

手当の名称
主な支給対象職員

（支給実績職員）
主な支給対象業務

左記職員に対する

支給単価

買収交渉手当 5年度支給実績なし
土地、家屋その他物件の移転又は買収の交渉の

業務に従事したとき
0 千円 日額330円

毒物・劇物取扱手当 5年度支給実績なし

毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2

条各項に規定するものを使用し、検査、試験、

病害虫防除等の作業に従事したとき

0 千円 日額250円

(1)救急救命士が救急救命処置を行ったとき (1)1回460円

(2)救急業務に従事したとき (2)1回190円

(3)救助の業務に従事したとき (3)1回240円

(4)火災防ぎょ活動に従事したとき (4)1回290円

大型車　1勤務　240円

普通車　1勤務　160円

高所作業手当 消防職員 10m以上の高所で作業又は訓練に従事したとき 330 千円 日額260円

災害出動手当
災害救助又は罹災者対策の業務に

従事する職員

非常災害の場合に出動し、その災害救助又は罹

災者対策の業務に従事したとき
31 千円 日額940円

行旅死亡人取扱業務に従事したとき 1回2,910円

行旅病人取扱業務に従事したとき 1回1,950円

保育手当 保育士 保育の業務に常時従事したとき 3,301 千円 日額140円

福祉業務手当 社会福祉主事の職にある職員 社会福祉の業務に常時従事したとき 1,844 千円 日額170円

児童指導員手当 児童指導員
児童福祉施設において常時児童指導員の業務に

従事したとき
34 千円 日額160円

臨床心理士手当 臨床心理士 臨床心理士の業務に常時従事したとき 73 千円 日額170円

理学療法士手当 理学療法士 理学療法士の業務に常時従事したとき 110 千円 日額170円

防疫作業手当 消防職員

伝染病患者若しくは伝染病の疑いがある患者の

救護又は伝染病菌の付着若しくは付着の危険が

ある物体の処理作業に従事したとき

3 千円 日額370円

保健手当
保健師、栄養士、看護師

及び歯科衛生士
保健衛生の業務に常時従事したとき 1,575 千円 日額130円

（1）廃棄物の収集車又は機械操作等の運転業務

に従事したとき

（2）廃棄物の処理作業に従事したとき

動物死体処理作業手当清掃業務に従事する職員 犬、ねこ等動物の死体処理作業に従事したとき 364 千円 1回400円

守衛業務手当 守衛 守衛の業務に常時従事したとき 75 千円 日額110円

建築主事業務手当 建築主事 建築確認等の業務に従事したとき 110 千円 日額250円

手当の種類（手当数）

支給職員一人当たり平均支給年額（令和6年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和6年度）

支給実績（令和6年度決算）

7,120 千円

818 千円

救急業務又は救助若しくは火災防御の業務に従

事するため出動する自動車の運転に従事したと

き

日額450円1,669 千円清掃業務手当 清掃業務に従事する職員

5年度支給実績なし

消防職員

0 千円

機関運転手当

行旅死病人取扱手当

市税の滞納整理、犯則事件の調査又は滞納処分

の執行のため出張し、これらの業務に従事した

とき(滞納整理にあっては、滞納者と交渉したと

きに限る。)及び国民健康保険料の賦課又は徴収

の事務に従事する職員が国民健康保険の滞納整

理又は滞納処分の執行のため出張し、これらの

業務に従事したとき(滞納整理にあっては、滞納

者と交渉したときに限る。)

日額290円
税務職員、国民健康保険の賦課又

は徴収の事務に従事する職員

消防活動手当 消防職員

滞納処分手当 千円12

支給実績

（令和6年度決算）
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（5）時間外勤務手当 

 

(注) 職員一人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績(令和○年度決算)」と同じ年度の 4 月 1 日現在の総職員数(管 

  理職員等制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）で、短時間勤務職員を含みます。 

 

（6）その他の手当（令和 7年 4 月 1日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

　 （単位：千円）

支給実績（令和6年度決算） 485,868

職員一人当たり平均支給年額（令和6年度決算） 401

支給実績（令和5年度決算） 443,433

職員一人当たり平均支給年額（令和5年度決算） 366

（令和6年度決算） （令和6年度決算）
（単位：千円） （単位：円）

扶養親族のある職員に支給（月額） 同じ ─ 112,052 225,911

子　11,500円
配偶者　3,000円（8級の職員は支給なし）
子・配偶者以外の扶養親族　6,500円
（8級の職員は3,500円）
16歳から22歳までの子　1人5,000円加算

借家居住者に支給（月額） 同じ ─ 98,427 289,491

家賃額に応じて28,000円を限度

（家賃16,000円を超える場合に限る。）

通勤のために電車、バス等交通機関を利用し、または乗用車等
交通用具を使用している職員に支給

異なる
143,765 103,952

（1）電車・バスを利用する場合

　　　6箇月定期券等の価額による支給を基本として全額支給

（2）乗用車等を使用する場合

　　　使用距離に応じて4,170円～40,520円を支給

（3）自転車を使用する場合

　　　使用距離に応じて3,980円～13,950円を支給

管理又は監督の地位にある職員に支給（月額） 異なる 80,960 710,173

　職務の級及び区分に応じて44,300円～81,900円

管理職手当を支給される職員が臨時又は緊急の必要等により、
週休日、休日等に、又は週休日等以外の日の深夜に勤務した場
合に支給

異なる 区分及びその額 370 36,950

　週休日等7,000円～10,000円

　週休日等以外の日3,500円～5,000円

宿日直手当 宿日直勤務を命ぜられた場合 同じ ─ ─ ─

休日勤務手当 休日において、正規の勤務時間に勤務を命ぜられた場合 同じ ─ 93,202 240,212

5,535 36,658

異なる ─ ─

（上記1、2の手当については、採用後1年経過ごとに減額）

─ ─

通勤手当

（1）1箇月当
たり 150,000 円
を限度として全
額支給

特定の官職に新
たに採用される
もの等に 月額
416,600 円 以内
を支給

（2）（3）使用
距離に応 じて
2,000 円 ～
31,600円

災害派遣手当
災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居
所を離れて八千代市の区域に滞在することを要する場合

（2）上記以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による
欠員の補充について特別の事情があると認められる職に採用さ
れた職員

初任給調整
手当

（1）科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用によ
る欠員の補充が困難であると認められる職に採用された職員

夜間勤務手当
正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤
務する場合

同じ ─

管理職員特別
勤務手当

管理職手当 区分及びその額

住居手当

支給職員1人当たり
平均支給年額

扶養手当

手当名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
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５ 特別職の報酬等の状況（令和 7年 4月 1日現在） 

 

（注） 退職手当の「1 期の手当額」は、4 月 1 日現在の給料月額及び支給率に基づき、1 期（4 年＝48 月）勤めた場合における退職手当 

   の見込額です。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長 946,000 円 1,130,000 円 / 643,500 円

副市長 804,000 円 930,000 円 / 750,000 円

議長 520,000 円 724,000 円 / 463,000 円

副議長 480,000 円 660,000 円 / 420,000 円

議員 460,000 円 606,000 円 / 400,000 円

市長 （令和6年度支給割合）

副市長

議長 （令和6年度支給割合）

副議長

議員

（算定方式） (1期の手当額） （支給時期）

市長 94万6千円×在職月数×0.35 15,892,800 円 任期毎

副市長 80万4千円×在職月数×0.25 9,648,000 円 任期毎

市長

副市長
8%

地

域

手

当

報

酬

期
末
手

当

退

職

手

当

　（支給率）

(参考）類似団体における最高/最低額

給料月額等

4.2月分

4.2月分

区分

給

料
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６ 職員数の状況 

（1）部門別職員数の状況と主な増減理由（各年 4月 1 日現在） 

 
（注）1 職員数は一般職に属する職員数です。 

   2 （ ）内は、再任用の短時間勤務職員であり、外書きです。 

   3 ※は、条例定数の合計です。 

   4 類似団体の数値は、令和 7 年 4 月 1 日現在。（合計欄の類似団体の数値は、令和 6 年 4 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 対前年 主な増減理由

部門 令和6年 令和7年 増減数

議 会 12 10 -2 特定事業終了に伴う体制見直し

総 務 234 236 2 国勢調査事業及び庁舎整備事業に係る体制強化

税 務 62 62 0

民 生 300 310 10 重点支援事業に係る体制見直し

衛 生 111 109 -2 保育所保育士の欠員不補充（定数外職員での補填）

労 働 0 0 0

農 林 水 産 22 23 1 防災道の駅に係る体制強化

商 工 11 11 0

土 木 102 103 1 施設維持に係る体制強化

計 854 864 10
＜参考＞
 人口１万当たり職員数41.99人
（類似団体の人口１万当たりの職員数45.60人）

128 127 -1 現業職員の退職不補充

232 232 0

1,214 1,223 9

(45) (48) (3)

42 42 0

18 18 0

66 57 -9 重点支援事業に係る体制見直し

126 117 -9

(3) (3) (0)

1,340 1,340

(48) (51) (3)

※1,403 ※1,403

合　　計
＜参考＞
 人口１万当たり職員数65.13人
（類似団体の人口１万当たりの職員数74.65人）

小計

　

職員数

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

教 育 部 門

消 防 部 門

そ の 他

＜参考＞
 人口１万当たり職員数59.44人
（類似団体の人口１万当たりの職員数61.79人）

公
営
企
業
等
会

計
部
門

水 道

下 水 道

小計
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（2）年齢別職員構成の状況（令和 7年 4月 1日現在） 

 

 

（注） （ ）内は、再任用の短時間勤務職員であり、外書きです。 

 

（3）職員数の推移 

 

（注） 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。 

 

 

 

 

 

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

構成比

5年前の構成比

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

職員数（人） 6 91 129 134 160 215 165 124 89 110 84 33 1,340

(51) (51)

構成比 0.5% 6.8% 9.6% 10.0% 11.9% 16.0% 12.3% 9.3% 6.6% 8.2% 6.3% 2.5% 100.0%

5年前の構成比 0.7% 6.7% 9.9% 12.6% 17.1% 11.5% 9.3% 7.6% 9.3% 7.1% 7.0% 1.2% 100.0%

計区　分

年度

部門別

828 822 837 843 854 864 36 (4.3%)

135 134 136 132 128 127 -8 (-5.9%)

228 228 229 230 232 232 4 (1.8%)

1,191 1,184 1,202 1,205 1,214 1,223 32 (2.7%)

116 119 119 124 126 117 1 (0.9%)

1,307 1,303 1,321 1,329 1,340 1,340 33 (2.5%)

消防

公営企業等会計　計

（単位：人）

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年
過去５年間の

増減数（率）

総合計

普通会計　計

一般行政

教育



13 

 

7 公営企業職員の状況 

（1）水道事業 

 ①職員給与費の状況 

ア 決算 

 

 

（注）１ 職員手当には退職給与金を含みません。 

   ２ 職員数は、令和 7 年 3 月 31 日現在の人数です。 

   ３ 職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務職員を含 

     み、会計年度任用職員を含みません。 

 

 ②職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和 7年 4月 1日現在） 

 

（注）１ 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

   ２ 平均年齢の団体平均は、会計年度任用職員を含んで算出しています。 

 

 ③職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当    

 

（注）（ ）内は、暫定再任用職員に係る支給割合です。  

 

 

 

区分 総費用 純利益 職員給与費

A B

令和６年度 3,812,807千円 557,628千円 209,229千円 5.4% 5.4%

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費97,684千円は含みません。

総費用に占める
職員給与費比率B/A

（参考）令和５年度の総費用に
占める職員給与費比率

区分 職員数 （参考）市町村平均

A 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B 一人当たり給与費

令和６年度 36人 133,629千円 53,452千円 46,836千円 233,917千円 6,498千円 6,316千円

一人当たり
給与費B/A

給与費

区分 平均年齢 基本給 平均月収額

八千代市（水道事業） 40.2歳 381,837円 586,599円

団体平均（市町村） 45.8歳 345,838円 524,813円

1,676千円 1,593千円

（令和6年度支給割合）

期末手当 勤勉手当

2.5月分 2.1月分

（1.4）月分 （1）月分

加算措置

-

-

(加算措置の状況）　　

　職制上の段階、職務の級等による

　・役職加算　5～15%

八千代市（水道事業） 団体平均（市町村）

1人当たり平均支給額（令和6年度） 1人当たり平均支給額（令和6年度）
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 イ 退職手当（令和 7年 4月 1日現在） 

 

（注）1 退職手当の一人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額です。 

   2 「勧奨・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違によることなく退職し 

     た場合を含みます。 

   3 令和 6 年度の全退職手当受給者数が 3 人以下であるため、過去 3 年間の全退職手当受給者の平均支給額を記載しています。 

    

 ウ 地域手当（令和 7年 4月 1日現在） 

 

 

 エ 特殊勤務手当（令和 7年 4月 1日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分

勤続35年 39.7575月分 47.709月分

最高限度 47.709月分 47.709月分

その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置（2%～45%加算）

一人当たり平均支給額 14,676千円 一人当たり平均支給額 7,848千円

八千代市（水道事業） 団体平均（市町村）

14,094千円

391,507円

支給対象地域 支給割合 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給割合）

全域 10% 36人 10%

支給実績（令和6年度決算）

支給職員1人当たり平均支給年額（令和6年度決算）

133千円

9,507円

38.9%

3

手当の名称
主な支給対象職員
（支給実績職員）

主な支給対象業務
左記職員に対する

支給単価

現場業務手当 現場業務に従事した職員

工事の施行、監督、立会、測量、検査若しくは
漏水調査又は浄水場又は給水場の施設の修理、
点検等現場業務に従事した交替制勤務職員以外

の職員

48 千円 日額250円

緊急業務手当 時間外に出動した職員
正規の勤務時間外に漏水、施設の故障等緊急業
務のため出動した職員

85 千円 1回2,300円

災害出動手当 非常災害時に出動した職員
非常災害の場合に出動し、その災害救助又は罹

災者対策の業務に従事した職員
支給実績なし 日額2,300円

支給実績（令和6年度決算）

支給職員一人当たり平均支給年額（令和6年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和6年度）

手当の種類（手当数）

支給実績
（令和6年度決算）
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オ 時間外勤務手当   

 

（注）１ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

２ 職員一人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績(令和○年度決算)」と同じ年度の 4 月 1 日現在の総職員数(管

理職員等制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）で、短時間勤務職員を含みます。 

 

カ その他の手当（令和 7年 4月 1日現在） 

 

 

  

支給実績（令和６年度決算） 10,334千円

職員1人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 323千円

支給実績（令和５年度決算） 10,637千円

職員1人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 332千円

（令和６年度決算） （令和６年度決算）

（単位：千円） （単位：円）
扶養親族のある職員に支給（月額） 4,471 212,917

子　11,500円
配偶者　3,000円（8級の職員は支給なし）
子・配偶者以外の扶養親族　6,500円
（8級の職員は3,500円）
16歳から22歳までの子　1人5,000円加算

借家居住者に支給（月額） 2,835 314,954

家賃額に応じて28,000円を限度

（家賃16,000円を超える場合に限る。）

通勤のために電車、バス等交通機関を利用し、または乗用車等交通用具を使用してい
る職員に支給

4,675 146,097

（1）電車・バスを利用する場合

　　　6箇月定期券等の価額による支給を基本として全額支給

（2）乗用車等を使用する場合

　　　使用距離に応じて4,170円～40,520円を支給

（3）自転車を使用する場合

　　　使用距離に応じて3,980円～13,950円を支給

管理又は監督の地位にある職員に支給（月額） 2,842 710,400

　職務の級及び区分に応じて81,900円～44,300円

管理職手当を支給される職員が臨時又は緊急の必要等により、週休日、休日等に、又
は週休日等以外の日の深夜に勤務した場合に支給

　週休日等7,000円～10,000円

　週休日等以外の日3,500円～5,000円

（上記1、2の手当については、採用後1年経過ごとに減額）

─

同じ

同じ

初任給調整
手当

（1）科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難
であると認められる職に採用された職員

（2）上記以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について
特別の事情があると認められる職に採用された職員

管理職員特別
勤務手当

─

夜間勤務手当 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する場合 同じ ─

同じ ─

支給実績
支給職員1人当たり

平均支給年額

管理職手当 ─

手当名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行
政職の
制度と
異なる
内容

扶養手当

住居手当

通勤手当

同じ ─

同じ ─

同じ

─ ─

─ ─

─ ─
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（2）公共下水道事業   

①職員給与費の状況 

ア 決算  

 

 

（注）１ 職員手当には退職給与金を含みません。 

   ２ 職員数は、令和 7 年 3 月 31 日現在の人数です。 

   ３ 職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務職員を含 

     み、会計年度任用職員を含みません。 

 

②職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和 7年 4 月 1日現在）  

 

（注）１ 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 

   ２ 平均年齢の団体平均は、会計年度任用職員を含んで算出しています。  

 

③職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当 

 

（注）（ ）内は、暫定再任用職員に係る支給割合です。   

 

 

 

 

 

区分 総費用 純利益（純損失） 職員給与費

A B

令和６年度 3,438,210千円 97,633千円 150,647千円 4.3% 4.0%

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費70,842千円は含みません。

総費用に占める
職員給与費比率B/A

(参考)令和５年度の総費用に
占める職員給与費比率

区分 職員数 給与費 （参考）市町村平均

A 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 　　B 一人当たり給与費

令和６年度 26人 108,519千円 36,096千円 39,288千円 183,903千円 7,073千円 6,187千円

一人当たり
給与費B/A

区分 平均年齢 基本給 平均月収額

八千代市（公共下水道事業） 44.8歳 381,986円 589,882円

団体平均（市町村） 44.6歳 342,377円 516,175円

1,901千円 1,562千円

（令和6年度支給割合）

期末手当 勤勉手当

2.5月分 2.1月分

（1.4）月分 （1）月分

加算措置

-

-

(加算措置の状況）　　

　職制上の段階、職務の級等による

　・役職加算　5～15%

八千代市（公共下水道事業） 団体平均（市町村）

1人当たり平均支給額（令和6年度） 1人当たり平均支給額（令和6年度）
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イ 退職手当（令和 7年 4月 1日現在）   

 

（注）1 退職手当の一人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額です。 

   2 「勧奨・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違によることなく退職し 

     た場合を含みます。 

   3 令和 6 年度の全退職手当受給者数が 3 人以下であるため、過去 3 年間の全退職手当受給者の平均支給額を記載しています。 

    

ウ 地域手当（令和 7年 4月 1日現在）  

 

 

エ 特殊勤務手当（令和 7年 4月 1日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分

勤続35年 39.7575月分 47.709月分

最高限度 47.709月分 47.709月分

その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置（2%～45%加算）

一人当たり平均支給額 8,553千円 一人当たり平均支給額 6,120千円

八千代市（公共下水道事業） 団体平均（市町村）

11,450千円

440,380円

支給対象地域 支給割合 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給割合）

全域 10% 26人 10%

支給実績（令和6年度決算）

支給職員1人当たり平均支給年額（令和6年度決算）

168千円

16,763円

38.5%

3

手当の名称
主な支給対象職員
（支給実績職員）

主な支給対象業務
左記職員に対する

支給単価

現場業務手当 現場業務に従事した職員

工事の施行、監督、立会、測量、検査若しくは
漏水調査又は浄水場又は給水場の施設の修理、
点検等現場業務に従事した交替制勤務職員以外

の職員

156 千円 日額250円

緊急業務手当 時間外に出動した職員
正規の勤務時間外に漏水、施設の故障等緊急業
務のため出動した職員

0 千円 1回2,300円

災害出動手当 令和５年度支給実績なし
非常災害の場合に出動し、その災害救助又は罹

災者対策の業務に従事した職員
12 千円 日額2,300円

支給実績（令和6年度決算）

支給職員一人当たり平均支給年額（令和6年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和6年度）

手当の種類（手当数）

支給実績
（令和6年度決算）
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オ 時間外勤務手当 

 

（注）１ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

 ２ 職員一人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績(令和○年度決算)」と同じ年度の 4 月 1 日現在の総職員数(管 

  理職員等制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）で、短時間勤務職員を含みます。 

 

カ その他の手当（令和 7年 4月 1日現在） 

 

支給実績（令和６年度決算） 4,686千円

職員一人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 213千円

支給実績（令和５年度決算） 4,287千円

職員一人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 204千円

（令和６年度決算） （令和６年度決算）

（単位：千円） （単位：円）
扶養親族のある職員に支給（月額） 同じ ─ 3,275 218,351

子　11,500円
配偶者　3,000円（8級の職員は支給なし）
子・配偶者以外の扶養親族　6,500円
（8級の職員は3,500円）
16歳から22歳までの子　1人5,000円加算

借家居住者に支給（月額） 同じ ─ 1,008 336,000

家賃額に応じて28,000円を限度

（家賃16,000円を超える場合に限る。）

通勤のために電車、バス等交通機関を利用し、または乗用車等交通用具を使用してい
る職員に支給

同じ 1,717 90,349

（1）電車・バスを利用する場合

　　　6箇月定期券等の価額による支給を基本として全額支給

（2）乗用車等を使用する場合

　　　使用距離に応じて4,170円～40,520円を支給

（3）自転車を使用する場合

　　　使用距離に応じて3,980円～13,950円を支給

管理又は監督の地位にある職員に支給（月額） 同じ 2,705 676,200

　職務の級及び区分に応じて81,900円～44,300円

管理職手当を支給される職員が臨時又は緊急の必要等により、週休日、休日等に、又
は週休日等以外の日の深夜に勤務した場合に支給

同じ 8 8,000

　週休日等7,000円～10,000円

　週休日等以外の日3,500円～5,000円

─ ─

同じ ─ ─

（上記1、2の手当については、採用後1年経過ごとに減額）

初任給調整
手当

（1）科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難
であると認められる職に採用された職員

─

（2）上記以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について
特別の事情があると認められる職に採用された職員

管理職員特別
勤務手当

─

夜間勤務手当 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する場合 同じ ─

支給実績
支給職員1人当たり

平均支給年額

管理職手当 ─

手当名 内容及び支給単価
一般行政
職の制度
との異同

一般行
政職の
制度と
異なる
内容

扶養手当

住居手当

通勤手当

─


